
○牛久市駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則 

平成２６年９月２９日 

規則第２５号 

改正 平成２７年４月２４日規則第２７号 

牛久市駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則（平成２１年規則第２７

号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、牛久市駐車場の設置及び管理に関する条例（平成２６年

条例第１９号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（駐車場の区画数） 

第２条 条例第１２条第１項及び第２項に規定する駐車場の区画数は、次のと

おりとする。 

駐車場の名称 区画数 

ひたち野うしく駅東口広場駐車場 14 

ひたち野うしく駅西口広場駐車場 26 

東みどり野東第1駐車場 18 

東みどり野東第2駐車場 7 

東みどり野南駐車場 9 

東みどり野西駐車場 28 

ひたち野うしく駅東駐車場 8 

田宮第1駐車場 21 

田宮第2駐車場 18 

牛久駅かっぱ口第1駐車場 10 

牛久駅かっぱ口第2駐車場（普通駐車場） 14 

牛久駅かっぱ口第2駐車場（月極駐車場） 38 

柏田第1駐車場 16 



柏田第2駐車場 16 

刈谷駐車場 12 

（一部改正〔平成２７年規則２７号〕） 

（公募） 

第３条 市長は、条例第３条第２項の規定により指定管理者を公募するときは、

次に掲げる事項を牛久市公告式条例（昭和２９年条例第１号）第２条第２項

に定める掲示場への掲示又は市のホームページへ掲載することにより行う。 

(1) 牛久市営駐車場の概要 

(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体（以下「申請団体」という。）

の資格要件 

(3) 条例第４条に規定する管理業務の範囲及び内容 

(4) 条例第６条の規定による申請を受け付ける期間 

(5) 選定の基準 

(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間 

(7) 申請方法 

(8) その他市長が必要と認める事項 

（指定管理者の指定の申請等） 

第４条 条例第６条第１項の規定により、指定管理者の指定を受けようとする

ものは、指定管理者指定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市

長に申請しなければならない。 

(1) 法人概要書 

(2) 指定の期間内における各年度の収支予算書及び事業計画書 

(3) 定款の写し及び登記事項証明書 

(4) 当該団体の前事業年度の貸借対照表及び財産目録 

(5) 事業計画に係る人員の配置 

(6) 前各号に揚げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（指定の通知） 



第５条 市長は、条例第７条の規定により指定管理者の指定をしたときは、指

定された者には指定管理者指定通知書（様式第２号）を、指定されなかった

者には指定管理者不指定通知書（様式第３号）を通知するものとする。 

（協定事項） 

第６条 指定管理者の指定を受けた者は、牛久市駐車場の設置及び管理に関す

る協定を市長と締結しなければならない。 

２ 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 指定期間に関する事項 

(2) 行政処分等の権限を含む業務の範囲に関する事項 

(3) 事業報告及び業務報告に関する事項 

(4) 牛久市が支払うべき管理費用に関する事項 

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

(7) 情報公開に関する事項 

(8) 前各号に揚げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（指定の取消し等） 

第７条 市長は、条例第１０条の規定により、指定を取消し、又は期間を定め

て管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、指定管理者指定取

消し等通知書（様式第４号）により、指定管理者に通知するものとする。 

（利用許可の申請） 

第８条 月極駐車場の利用の許可（以下「利用許可」という。）を受けようと

する者（以下「申請者」という。）は、牛久市月極駐車場利用許可申請書（様

式第５号。以下「申請書」という。）を、指定管理者に提出しなければなら

ない。 

（利用許可等） 

第９条 指定管理者は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、これ

を審査し、利用の許可を決定したときは、牛久市月極駐車場利用許可証（様



式第６号。以下「利用許可証」という。）を申請者に交付するものとする。 

２ 利用許可証の交付を受けた者（以下「月極利用者」という。）は、条例及

びこの規則の規定を遵守しなければならない。 

３ 月極利用者は、申請書に記載した自動車を月極駐車場の所定の場所に駐車

するときは、自動車の前面の見やすい箇所に利用許可証を掲示しなければな

らない。 

（変更の届出） 

第10条 月極利用者は、申請書に記載した内容に変更が生じた場合には、速や

かに牛久市月極駐車場利用変更届出書（様式第７号。以下「変更届出書」と

いう。）を指定管理者に提出しなければならない。 

（利用料の納付） 

第11条 利用料の納付方法は、次のとおりとする。 

(1) 条例第１２条第１項に規定する普通駐車の利用料は、当該駐車場から出

る際に、駐車管理機が表示している利用料を駐車管理機に投入することに

より納付に代えるものとする。 

(2) 月極駐車の利用料の納付方法は、収納取扱金融機関の口座振替とする。

ただし、月極利用者が納付書その他の方法での支払いを希望する場合は、

この限りでない。 

(3) 指定管理者は、利用料の納入期限を定めることができる。 

（一部改正〔平成２７年規則２７号〕） 

（利用許可の取消し及び停止の通知） 

第12条 指定管理者は、条例第１４条の規定により利用許可を取り消す場合は、

牛久市月極駐車場利用許可取消書（様式第８号）により利用者に通知するも

のとする。 

２ 指定管理者は、月極駐車の利用料を２箇月以上滞納した者に対して、牛久

市月極駐車場利用許可取消予告書（様式第９号）を通知するものとする。 

３ 第１項の規定は、月極駐車場の利用の停止について準用する。この場合に



おいて、第１項中「利用許可を取り消す」とあるのは「利用を停止する」に、

「許可取消書」とあるのは「停止書」と読み替えるものとする。 

（利用料の還付） 

第13条 月極利用者が、利用料を許可の取消し以降の月分も納付している場合

は、牛久市月極駐車場利用料還付請求書（様式第１０号）を指定管理者に提

出することにより、利用料を還付するものとする。 

（牛久市による事務の実施） 

第14条 条例第２５条の規定により、牛久市が業務を行う場合は、第８条の見

出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「利用」とあるのは「使用」

と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第９条の見出し中「利用」とあ

るのは「使用」と、同条第１項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利

用」とあるのは「使用」と、同条第２項及び第３項中「利用」とあるのは「使

用」と、第１０条中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とある

のは「市長」と、第１１条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条

各号列記以外の部分、第１号及び第２号中「利用」とあるのは「使用」と、

同条第３号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使

用」と、「定めることができる」とあるのは「定めるものとする」と、第１

２条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第１項及び第２項中「指

定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、同条第

３項中「利用」とあるのは「使用」と、第１３条の見出し中「利用」とある

のは「使用」と、同条中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」と

あるのは「市長」と、様式第５号から様式第１０号までの規定中「利用」と

あるのは「使用」と読み替えるものとする。 

（その他） 

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 



１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第３条の規定による指定の公募、第４条の規定による指定申請書の提出、

第５条の規定による指定の通知及び第６条の規定による協定の締結に関し必

要なその他の行為は、この規則の施行前においても、第３条から第６条まで

の規定の例により行うことができる。 

附 則（平成２７年４月２４日規則第２７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

（一部改正〔平成２７年規則２７号〕） 

様式第６号（第９条関係） 

（全部改正〔平成２７年規則２７号〕） 

様式第７号（第１０条関係） 

様式第８号（第１２条関係） 

様式第９号（第１２条関係） 

様式第10号（第１３条関係） 

（全部改正〔平成２７年規則２７号〕） 

 


